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高病原性鳥インフルエンザ
防疫対策本部会議（第４回）

日時：令和７年１２月６日（土）午後３時～
場所：災害対策室（県庁第二庁舎３階）
出席：高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部

本部長（知事）
本部員（副知事、政策統轄監、農林水産部、

危機管理部）
西部総合事務所※、家畜保健衛生所※

（※はリモートで参加)
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１ 発生の概要
２ 県の防疫措置の状況
３ 今後のスケジュール（当該農場）
４ 消毒・埋却の状況
５ 民間等の協力状況
６ 防疫作業等従事者数
７ 野鳥・ため池の対応状況
８ 高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業
９ 防疫対策
１０ 県内の鶏肉の流通量への影響等

１１ 県民への情報提供

会議内容



１ 発生の概要
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発生状況
（１）農場の概要
住 所：米子市
飼養羽数：肉用鶏 約７万５千羽

（２）これまでの状況
１１月３０日
２２時頃 農場から西部家畜保健衛生所に死亡羽数増加との通報
１２月１日
９時３０分 農場への立入検査を実施
１０時４０分 簡易検査で１２羽中１０羽陽性を確認

１２月２日
６時頃 精密検査(倉吉家保)でH５亜型遺伝子確認
８時 農林水産省消費・安全局動物衛生課と協議

で高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑似患畜と確認



２ 県の防疫措置の状況

（２)埋却
１２月３日（水） １１時 開始
12月６日（土） 正午 処分数 ７４，８０９羽 完了

鶏糞、飼料等の汚染物品の埋却終了

（３）農場内の消毒
１２月６日（土） 正午 完了

(1)殺処分
１２月２日（火） ８時 開始
12月４日（木） １時１７分殺処分完了

処分数 ７４，８０９羽（※12/5確定数字）

１２月６日（土）正午 防疫措置 完了 4



３ 今後のスケジュール（当該農場）

12/６（土） 農場消毒等終了防疫措置完了(正午)

12/1３（土） 農場消毒実施（２回目）

12/1７（水） 清浄性確認検査（3km以内）
搬出制限区域解除検査（3～10km）
⇒陰性の場合、搬出制限区域を解除

３日後 農場消毒実施（３回目）

１０日後 新たな発生が無ければ、

移動制限区域解除⇒消毒ポイント運営終了

（7日後）

（10日後）

※3km以内の移動制限は継続
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４ 消毒・埋却の状況

（1）埋却溝50ｍ×10ｍ３本
（2）県・建設業協会員で対応

（３）１２/５から運搬用トラック増台（特に出入りしやすい
中型トラックを投入）し、作業効率向上

（４）１２/６(土) 正午 処分鶏・鶏糞・飼料等の汚染物品全
て埋却終了

（５）１２/６（土） 正午 農場内の消毒作業完了



５ 民間等の協力状況

協力内容県・企業名等

簡易検査キット 10箱島根県

資材搬送トラック協会

資機材搬入レンタル協会

農場での積込・運搬、埋却工事建設業協会

ガソリン、灯油等の給油石油商業組合

消毒ポイントの運営（2カ所）警備業協会

バスの手配、防疫作業の動員阪急交通社

防疫作業の動員、消毒ポイントの運営（2カ所）フルキャスト

防疫作業の動員、トラック・オペレーターの動員JAグループ

防疫作業の動員農業共済組合

炭酸ガス調達山陰酸素、日ノ丸産業

農場等から排出されたごみの処理産業資源循環協会
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６ 防疫作業等従事者数

動員数（延べ）県・企業名等

８９７人県職員

１６７人米子市

１８人JAグループ

７人農協共済

１１２人建設業協会

９６人警備業協会

９５人フルキャスト

２５７人阪急交通社

１２月６日（土）１１時現在の速報値

合計 １，６４９人 8



9

（１）野鳥
○野鳥監視ステージ３で対応

○野鳥監視
・環境省の野鳥監視重点区域（周囲10km圏内）指定を受け、重点区域内では、12カ所を毎日実施
・12か所の野鳥監視ポイントに加えて、水抜きされていない農場周辺のため池も監視
→現時点で野鳥の異常は確認されていない

○糞便・環境水調査
鳥取大学共同獣医学科山口教授の協力を得て、渡り鳥が多く飛来する県内３カ所の湖沼（日光地区、
東郷池、米子水鳥公園）で糞便・環境水の調査を実施
→従来の６カ所に加え、発生農場周辺のため池でも実施

７ 野鳥・ため池の対応状況

（２）農業用ため池
○鳥インフルエンザ発生に伴う抑制対策に係る農業用ため池の対応
・野鳥の水場となり得るため、落水措置を関係市町村・ため池管理者等へ再度協力依頼(10/8,12/4)。

〔依頼内容〕
・非かんがい期間は、次期の用水確保に留意しつつ、ため池貯水を可能な限り低下させること。
・特に近隣に養鶏場があるため池については、こまめに野鳥の飛来状況を確認するなど、十分な注意を払うこと。
※市町から各ため池管理者へ周知

※県内養鶏場周辺のため池を中心に農林局（農林事務所）職員が現地確認し、引き続き落水
への協力を要請



８ 高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業

１２／３ 予算成⽴
発生農場での殺処分や消毒等の防疫措置、影響を受ける養鶏農家等へ
の経営⽀援、県産鶏卵・鶏⾁の風評被害対策など、総合的な対策を実施

10億円

１ まん延防止・発生予防対策（5.4億円）
発生農場での殺処分・消毒等の実施制限区域等を出⼊りする⾞両の

消毒の実施(5億円)
◆ 県内全養鶏場の消毒の実施(30百万円)
◆ 異状個体の⿃インフルエンザ検査の実施 10百万円)

２ 経営⽀援対策（4.5億円）
発生農家への⽀援(国から直接⽀給)
採卵・⾁⽤鶏農家への⽀援(4.5億円) 

経営安定対策⽀援（利⼦補給等）（既定融資発動）
3 風評被害対策（0.1億円）
県産鶏卵・鶏⾁の安全性ＰＲの実施（10百万円)

4 相談体制の整備
相談窓口の設置 10

※対象事業者の状況調査を開始

※新聞、テレビCM等で新たな発信を実施



９ 防疫対策

（１）早期通報の徹底
休日・夜間、年末年始の対応体制整備

（２）緊急消毒を実施。特に降雨雪後の再消毒の徹底を指
示（※消石灰5,400袋の配布）

（３）県内全農場について飼養衛生管理基準の一斉点検、
１２/５から家保により確認中

・防鳥ネットの修繕、壁の穴の補修
・手袋の交換
・消毒設備の点検
・農場内の樹木伐採
・貯水槽へのネット設置等

休日・夜間の通報は家畜保健衛生所の代表電話へ。出ない場合
は県庁防災担当（0857-26-8100）に電話するよう全農場に連絡
済み。
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１０ 県内の鶏肉の流通量への影響等

◆生産者の声
・出荷量、価格には今のところ影響は出ていない。
・流通量は一瞬少なくなるが、稼働率は落とさずに生産出来ると
見込んでいる。

◆卸売業者への聞き取り
・取引をしている店は影響があるかもしれないが、取引の無いとこ
ろは影響なし。
・小売業者の鶏肉販売にも影響なし。
◆鳥取県消費生活センターへの聞き取り
・県内全ての相談所において、消費者からの相談案件なし。

鶏肉の販売状況には、今のところ大きな影響はありません。

引き続き市場状況の調査を継続します。
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○関係機関等と連携を図り、正確な情報提供を実施

○ホームページ等でも、食の安全についての相談窓口を周知し、県民からの相談に対応

〇県ホームページ「とりネット」の鳥インフルエンザの特設サイトにより、家きん、野鳥、愛玩
鳥について総合的に情報提供 ⇒トップページの注目情報にもリンクを掲載

＜鳥取県ホームページ「とりネット」＞

１１ 県民への情報提供
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■家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフ
ルエンザウイルスが人に感染することは世界的に報
告されていません。

■現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれ
があることなどから厳に慎むよう御協力をお願いい
たします。特に報道関係者の皆様におかれましては、
農場へ立ち入るような取材は防疫上ご遠慮ください。

■迅速で正確な情報提供を行ってまいります。県の
ホームページなどをご覧ください。根拠のない噂な
どにより惑わされることがないよう、御協力をお願
いします。
鳥インフルエンザに関する御相談については、各対応窓口まで御連絡ください。

県民の皆様へのメッセージ

14
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県民の皆様へのメッセージ

※鳥取の鶏肉・鶏卵は安心して食べることができます！
※根拠のない噂などにより惑わされないようにしましょう

鳥の受容体とは

異なること

胃酸で不活性化されると考えられること

海外への渡航の場合は、注意が必要です。

鶏肉・鶏卵は「安全」と考えます。

鶏肉・鶏卵の安全性に関する職員安全委員会の考え方
鳥インフルエンザについて



■野鳥、愛玩鳥に関する相談窓口

自然共生課 ０８５７－２６－７９７９ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

くらしの安心推進課（愛玩鳥） ０８５７－２６－７８７７ （ 〃 ）

中部総合事務所環境建築局（野鳥） ０８５８－２３－３２７６ （夜間休日 ０８５８－２２－８１４１）

中部総合事務所倉吉保健所（愛玩鳥） ０８５８－２３－３１４９ （ 〃 ）

西部総合事務所環境建築局（野鳥） ０８５９－３１－９６２８ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

西部総合事務所米子保健所（愛玩鳥） ０８５９－３１－９３２０ （ 〃 ）

※死亡野鳥等の通報は、「とりパト」（https://sks.pref.tottori.lg.jp:5100/）を活用いただくと正確な位置情報や写真

の共有が可能です。

■生産者の皆さんの相談窓口

鳥取家畜保健衛生所 ０８５７－５３－２２４０ （夜間休日は転送）

倉吉家畜保健衛生所 ０８５８－２６－３３４１ （ 〃 ）

西部家畜保健衛生所 ０８５９－６２－０１４０ （ 〃 ）

■食の安全に関する相談窓口

鳥取市保健所 生活安全課 ０８５７－３０－８５５２ （夜間休日 ０８５７－２２－８１１１）

中部総合事務所倉吉保健所 ０８５８－２３－３１１７ （夜間休日は転送）

西部総合事務所米子保健所 ０８５９－３１－９３２１ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

■人の健康に関する相談窓口

鳥取市保健所 保健医療課 ０８５７－３０－８５３３ （夜間休日 ０８５７－２２－８１１１ ）

中部総合事務所倉吉保健所 ０８５８－２３－３１４５ （ガイダンス等により２４時間対応可）

西部総合事務所米子保健所 ０８５９－３１－９３１７ （ 〃 ）

相談窓口 (24時間対応しています）
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